
堀
越
公
方
と
室
町
幕
府

―
奉
行
人
布
施
為
基
の
軌
跡
1

松

島

周

一

は
じ
め
に

堀
越
公
方
の
研
究
史
は
、
湯
出
学
氏
や
小
和
田
哲
男
氏
に
よ
る
基
本
的

事
実
の
探
求
な
ど
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
さ
ら
に
百
瀬
今
朝
雄
氏
と
家
水
道

嗣
氏
に
よ
っ
て
飛
躍
的
に
推
し
進
め
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

百
瀬
氏
は
特
に
関
東
地
方
と
の
関
係
で
、
そ
の
活
動
を
具
体
的
に
描
き
出

さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
足
利
政
知
の
政
治
的
活
動
が
乏
し
い
こ
と
、
渋
川

義
鏡
が
政
知
の
補
佐
に
あ
た
っ
た
こ
と
、
堀
越
公
方
と
関
東
管
領
と
の
疎

遠
な
間
係
、
政
知
が
一
時
積
極
的
に
間
東
へ
の
進
出
を
図
り
、
現
地
の
諸

勢
力
と
の
間
で
摩
擦
を
生
じ
さ
せ
な
が
ら
、
幕
府
の
制
止
も
あ
っ
て
挫
折

し
て
い
っ
た
こ
と
、
な
ど
の
一
連
の
歴
史
像
が
捏
示
さ
れ
た
。
一
方
、
家

永
氏
が
捏
示
さ
れ
た
重
要
な
論
点
は
、
堀
越
公
方
と
京
都
の
幕
府
政
治
特

に
斯
波
氏
と
の
関
係
の
密
接
さ
で
あ
り
、
そ
の
視
角
か
ら
は
堀
越
公
方
の

自
立
性
の
乏
し
さ
が
改
め
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
堀
越
公
方
を

「
京
都
幕
府
の
出
張
所
」
と
規
定
し
、
そ
の
「
自
立
性
は
問
題
に
も
な
ら

な
い
」
と
評
価
す
る
家
永
氏
の
論
は
、
基
本
的
に
首
肯
さ
る
べ
き
も
の
で

あ
ろ
う
。
特
に
家
永
氏
が
、
堀
越
公
方
奉
行
人
に
「
京
都
幕
府
に
お
け
る

ポ
ス
ト
を
保
つ
た
ま
ま
」
配
属
さ
れ
て
い
る
者
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ

た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
と
思
う
。

こ
う
し
た
百
瀬
氏
と
家
永
氏
の
所
論
が
、
今
後
の
堀
越
公
方
研
究
や
室

町
後
期
の
東
国
史
を
探
究
す
る
上
で
の
、
最
も
拠
る
べ
き
主
要
な
成
果
で

あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
こ
に
は
も
う
少
し
詰
め
て
お
く

べ
き
課
題
も
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
家
永
氏
の
指
摘
さ
れ
る
、

幕
府
に
依
存
し
自
立
性
に
乏
し
い
堀
越
公
方
の
実
態
と
そ
の
活
動
は
、
百

瀬
氏
が
示
さ
れ
た
よ
う
な
、
実
力
は
乏
し
い
が
、
幕
府
や
現
地
勢
力
と
す

れ
違
い
な
が
ら
も
東
国
で
の
活
動
を
重
ね
よ
う
と
し
て
い
た
堀
越
公
方
像

と
は
、
必
ず
し
も
整
合
し
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
も
含
め
、

堀
越
公
方
に
つ
い
て
の
検
討
を
さ
ら
に
進
め
る
に
あ
た
っ
て
の
ひ
と
つ
の

鍵
と
し
て
、
京
都
か
ら
送
り
込
ま
れ
た
堀
越
公
方
政
知
と
行
を
共
に
し
つ

つ
、
そ
の
活
動
を
実
際
に
支
え
、
関
東
地
方
の
諸
勢
力
と
直
接
間
接
に
交

渉
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
奉
行
人
た
ち
の
動
向
を
具
体
的
に
把
握
す
る
こ

と
が
重
要
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
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小
稿
で
は
、
そ
う
し
た
堀
越
公
方
奉
行
人
の
中
で
も
布
施
為
基
に
焦
点

を
し
ぼ
っ
て
み
た
い
と
考
え
る
。
彼
は
家
永
氏
が
京
都
幕
府
と
の
繋
が
り

を
指
摘
し
た
人
物
で
あ
る
一
方
で
、
百
瀬
氏
が
浮
き
彫
り
に
し
た
堀
越
公

方
の
関
東
で
の
活
動
に
お
い
て
も
、
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
立
場
の
両
属
性
と
、
現
実
の
活
動
が
ど
う
関
連
す
る
の
か
、

堀
越
公
方
の
あ
り
方
を
捉
え
る
上
で
の
興
味
深
い
切
り
口
に
な
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
の
見
通
し
が
、
小
稿
の
出
発
点
で
あ
る
。

一
、
為
基
と
幕
府

堀
越
公
方
の
奉
行
人
と
し
て
最
も
知
ら
れ
て
い
る
一
人
を
挙
げ
る
と
す

れ
ば
、
多
く
の
人
が
布
施
為
基
に
指
を
屈
す
る
で
あ
ろ
う
。
関
東
の
多
く

の
史
科
に
名
を
残
し
て
い
て
、
そ
の
活
動
内
容
も
多
岐
に
わ
た
る
。

お
そ
ら
く
堀
越
公
方
の
奉
行
人
を
代
表
す
る
一
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
彼
が
、
同
時
に
室
町
幕
府
の
奉
行
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
以
前
か
ら
指
摘

さ
れ
て
い
た
。
今
日
ま
で
に
室
町
幕
府
の
奉
行
人
の
一
覧
表
が
い
く
つ
か

作
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
全
体
像
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
が
、
為
基
の
名
も
そ
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
彼

は
文
安
五
年
(
一
四
四
八
)
～
寛
正
四
年
(
一
四
六
三
)
に
か
け
て
右
筆

方
奉
行
人
に
在
職
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
小
稿
で
問
題
に
し
た
い
の

は
、
彼
が
少
な
く
と
も
寛
正
四
年
ま
で
幕
府
の
奉
行
人
と
し
て
在
職
し
た

と
い
う
点
で
あ
り
、
そ
の
期
間
は
長
禄
二
年
(
一
四
五
八
)
以
前
と
推
測

さ
れ
る
彼
の
関
東
下
向
の
あ
と
に
も
及
ん
で
い
る
。
彼
は
関
東
下
向
以
後

も
、
京
都
で
幕
府
の
奉
行
人
で
あ
り
つ
づ
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

寛
正
四
年
の
為
基
の
幕
府
奉
行
人
在
職
を
示
す
史
料
と
は
、
お
そ
ら
く

『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
同
年
七
月
二
十
六
日
条
に
見
え
る
次
の
記
載
で

あ
ろ
う
。

一
、
室
町
殿
御
前
奉
行

飯
尾
美
乃
入
道
常
恩

斎
藤
遠
江
人
道
玄
良

治
部
河
内
守
国
通

飯
尾
左
衛
門
大
夫
之
種

清
和
泉
守
貞
秀

布
施
下
野
守
貞
基

松
川
丹
後
守
秀
典

諏
訪
信
灌
守
忠
基

斎
藤
四
郎
左
衛
門
尉
種
基

斎
藤
五
郎
兵
衛
尉

飯
尾
新
左
衛
門
尉

飯
尾
兵
衛
大
夫

飯
尾
大
和
守

飯
尾
四
郎
左
衛
門
尉

松
田
九
郎
左
衛
門
尉

飯
尾
彦
三
郎

布
施
民
部
大
夫

斎
藤
大
蔵
丞

諏
訪
左
近
将
監

飯
尾
孫
四
郎

清
四
郎

飯
尾
善
三
郎

斉
藤
新
左
衛
門
尉

御
前
奉
行
と
は
、
奉
行
人
の
中
で
も
奉
書
発
給
に
携
わ
り
加
判
す
る
資

格
を
有
し
た
者
で
あ
る
と
い
う
。
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
の
同
日
条
は

い
く
つ
も
の
一
つ
書
き
を
並
べ
た
形
で
あ
り
、
こ
の
部
分
も
前
の
諸
々
の

記
事
か
ら
独
立
し
た
形
で
、
一
番
最
後
に
何
の
説
明
も
な
く
載
せ
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
他
の
記
事
を
書
く
中
で
何
ら
か
の
必
要
か
ら
何

年
も
前
の
リ
ス
ト
を
引
用
し
た
も
の
と
い
っ
た
こ
と
は
考
え
難
く
、
こ
れ

-22-



は
寛
正
四
年
七
月
段
階
で
大
乗
院
尋
尊
が
把
握
し
て
い
た
、
当
時
の
幕
府

御
前
奉
行
の
リ
ス
ト
と
見
倣
す
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

こ
の
う
ち
「
布
施
民
部
大
夫
」
が
為
基
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
今
谷
明

氏
は
こ
の
人
物
に
つ
い
て
「
比
定
か
困
難
で
あ
る
」
と
さ
れ
つ
つ
も
、

『
斎
藤
基
恒
日
記
』
康
正
元
年
(
一
四
五
五
)
十
二
月
廿
九
日
条
に
み
え

る
一
、
飯
尾
弥
六
兵
衛
尉
貞
有
・
布
施
民
部
丞
為
基
両
人
、
被
召
加
御
前

衆
了
、

と
の
「
記
事
を
参
考
に
、
一
応
布
施
為
基
に
宛
て
る
の
が
無
難
で
あ
ろ

う
か
」
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
為
基
が
長
禄
二
年
以
降
、
堀
越
公
方
の
奉

行
人
で
あ
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
し
て
「
な
お
後
考
に
侯
つ
」
と
留

保
を
付
さ
れ
て
い
る
。
湯
山
学
氏
は
、
今
谷
氏
に
よ
る
『
斎
藤
基
恒
日
記
』

の
記
事
の
指
摘
を
受
け
て
、
「
為
基
が
伊
豆
国
下
向
以
前
は
幕
府
の
御
前

衆
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
」
と
さ
れ
た
。
一
方
、
家
永
遵
嗣

氏
は
今
谷
氏
の
指
摘
を
う
け
る
形
で
、
為
基
を
例
に
堀
越
公
方
府
の
構
成

に
つ
い
て
「
京
都
幕
府
に
お
け
る
ポ
ス
ト
を
保
つ
た
ま
ま
公
方
府
に
配
属

さ
れ
て
い
る
者
が
あ
っ
た
」
と
よ
り
踏
み
込
ん
で
述
べ
ら
れ
た
。
今
谷

氏
・
湯
山
氏
に
あ
っ
て
は
、
為
基
が
下
向
以
後
も
数
年
に
わ
た
っ
て
幕
府

の
御
前
奉
行
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
ど
う
評
価
す
べ
き
か
、
必
ず
し
も

詰
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
家
永
氏
は
そ
れ
を
堀
越
公
方
府

を
支
え
る
人
材
の
、
京
都
と
堀
越
へ
の
両
属
性
と
も
い
う
べ
き
特
徴
と
し

て
把
握
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
筆
者
も
結
論
と
し
て
家
永
氏
の
指
摘
に
従

う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
踏
む
べ
き
階
梯
が
ま
だ
残

さ
れ
て
い
る
。
既
に
み
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
議
論
の
出
発
点
と
な
っ
て

い
る
今
谷
氏
の
指
摘
は
留
保
付
き
の
推
定
に
止
ま
っ
て
い
て
、
ま
だ
完
全

に
論
証
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
つ
の

間
に
か
、
以
後
の
議
論
の
出
発
点
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
寛
正
四
年

段
階
に
お
け
る
京
都
の
御
前
奉
行
で
あ
っ
た
「
布
施
民
部
大
夫
」
が
、
同

時
期
の
堀
越
公
方
府
の
有
力
奉
行
人
で
あ
っ
た
布
施
為
基
と
同
一
人
物
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
か
ど
う
か
。
そ
の
作
業
を
経
て
、
家
永
氏
の

興
味
深
い
指
摘
も
は
じ
め
て
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
議
論
の
順
序
と
し
て
、
寛
正
四
年
に
「
布
施
民
部
大
夫
」
を
為
基

以
外
の
人
物
に
比
定
し
直
し
て
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
を
考

え
て
み
た
い
。
こ
の
場
合
、
注
意
が
必
要
な
の
は
、
政
知
ら
の
伊
豆
へ
の

下
向
時
の
こ
と
を
記
し
た
『
鎌
倉
大
草
紙
』
に
は
「
…
…
将
軍
家
の
御
舎

弟
香
巌
院
殿
と
申
て
禅
僧
に
て
天
龍
寺
に
御
座
有
け
る
を
、
長
禄
元
年
十

二
月
十
九
日
、
廿
三
歳
に
て
俗
に
返
し
申
、
左
馬
頭
政
智
と
付
、
上
杉
中

務
丞
為
上
使
、
同
治
部
少
輔
政
憲
・
南
伊
予
守
・
飯
河
河
内
守
・
布
施
民

部
大
夫
・
木
戸
三
河
守
孝
範
等
御
供
に
て
、
同
月
廿
四
日
、
伊
豆
国
迄
御

下
着
有
、
…
…
」
と
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
為
基
を
指
す
と
思

わ
れ
る
「
布
施
民
部
大
夫
」
の
語
が
あ
る
。
勿
論
、
政
知
の
伊
豆
下
向
が

翌
長
禄
二
年
の
半
ば
頃
で
あ
っ
た
こ
と
は
百
瀬
今
朝
雄
氏
に
よ
っ
て
詳
し

く
検
証
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
記
述
も
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
た
だ
、
民
部
丞
で
あ
る
為
基
が
五
位
の
位
階
を
得
て
民
部
大
夫

と
呼
ば
れ
る
こ
と
自
体
は
十
分
に
想
定
可
能
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
参
考
と

し
て
留
意
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
も
し
、
関
東
下
向
時
に
為
基
が
民
部
大

-

23



夫
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
お
よ
そ
五
年
後
に
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』

が
引
く
御
前
奉
行
の
リ
ス
ト
中
の
「
布
施
民
部
大
夫
」
を
為
基
以
外
に
比

定
す
る
た
め
に
は
、
寛
正
四
年
ま
で
に
為
基
の
官
途
は
民
部
大
夫
以
外
の

も
の
に
移
り
、
別
の
布
施
一
族
の
者
が
民
部
大
夫
と
名
乗
っ
て
い
た
と
考

え
ね
ば
な
ら
な
い
。
関
東
で
為
基
の
名
前
が
載
っ
て
い
る
文
書
な
ど
を
見

る
と
、
彼
の
官
途
は
下
向
以
後
に
も
変
化
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
う

し
た
見
方
も
あ
な
が
ち
荒
唐
無
稽
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
寛
正
三
年
か
ら

翌
年
に
か
け
て
、
武
蔵
の
赤
塚
郷
を
め
ぐ
っ
て
取
り
交
わ
さ
れ
て
い
る
一

連
の
文
書
で
あ
る
。

a
鹿
王
院
領
武
州
赤
塚
郷
事
、
為
異
子
他
寺
領
之
間
、
自
最
初
、
可
被

宛
行
兵
根
科
所
之
段
雖
更
無
謂
被
思
食
、
就
千
葉
兄
弟
進
退
、
武
衛

(
渋
川
義
鏡
)
頻
被
執
中
間
、
先
御
成
敗
之
処
、
如
御
覚
語
、

彼
地
事
、
自
京
都
、
可
被
返
付
院
家
之
旨
、
御
下
知
之
上
者
、
可
被

沙
汰
付
下
地
於
彼
雜
掌
、
至
子
千
葉
七
郎
者
、
可
被
下
替
地
、
厳
密

可
被
注
中
相
当
地
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
掲
執
達
如
件
、

寛
正
三
年
十
一
月
廿
三
日

散

位
(
布
施
為
基
)
在
判

信
灌
前
司
(
朝
日
持
清
)
在
判

長
尾
四
郎
右
衛
門
尉
(
景
信
)
殿

【
(

)
の
部
分
は
松
島
の
付
し
た
注
。
以
下
同
じ
】

b
鹿
王
院
領
武
州
赤
塚
郷
之
事
、
任
京
都
御
成
敗
之
旨
、
連
可
被
返
付

寺
家
雑
掌
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
仍
執
達
如
件
、

寛
正
四
年
二
月
廿
七
日

散

位
在
判

信
濃
前
司
在
判

千
葉
七
郎
殿

c
被
仰
出
鹿
王
院
領
赤
塚
郷
事
、
職
御
上
表
候
間
、
被
返
進
御
奉
書
候
、

如
何
存
候
、
既
先
度
如
御
中
候
者
、
雖
縦
職
上
表
之
儀
候
、
在
職
可

為
同
前
、
於
被
仰
出
候
子
細
者
、
可
有
御
成
敗
之
由
御
中
候
き
、
然

上
者
、
於
此
地
者
、
可
被
沙
汰
付
寺
家
雜
掌
候
者
、
可
然
存
候
由
、

可
有
御
中
沙
汰
候
、
委
細
者
、
自
寺
尾
方
可
被
申
候
、
恐
々
謹
言
、

十
二
月
計
八
日

散
位
為
基
在
判

謹
上

長
尾
四
郎
右
衛
門
尉
殿

d
就
鹿
王
院
領
赤
塚
郷
之
事
、
先
度
被
成
御
奉
書
候
処
、
御
職
御
上
表

之
間
、
被
返
進
候
哉
、
然
自
布
施
民
部
大
夫
方
以
状
申
候
、
依
之
自

私
も
可
言
上
仕
候
由
、
被
仰
出
候
、
任
御
成
敗
之
旨
、
被
仰
付
候
者
、

可
然
候
哉
、
此
段
可
預
御
披
露
候
、
恐
々
謹
言
、

十
二
月
廿
九
日

沙
弥
礼
春
在
判

謹
上

長
尾
四
郎
右
衛
門
尉
殿

c
と
d
は
無
年
号
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
a
に
つ
づ
く
寛
正
三
年
(
一
四

六
二
)
の
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
筆
者
は
黒
田
基
樹
氏
の
見
解

に
従
っ
て
翌
寛
正
四
年
に
比
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
内
容

的
に
a
と
c
、
d
の
遣
り
取
り
を
一
年
以
上
か
け
て
の
ん
び
り
と
行
な
う

こ
と
は
考
え
難
い
と
い
う
見
方
も
あ
ろ
う
が
、
筆
者
は
黒
田
氏
の
指
摘
さ

れ
る
通
り
、
c
、
d
に
み
え
る
「
職
御
上
表
候
間
」
「
御
職
御
上
表
之
間
」

な
ど
の
文
言
に
着
目
し
た
い
。
詳
し
く
は
以
下
の
事
実
経
過
の
確
認
の
中

で
述
べ
る
。
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こ
の
赤
塚
郷
は
永
徳
三
年
(
一
三
八
三
)
に
足
利
義
詮
の
未
亡
人
如
春

か
ら
天
竜
寺
の
塔
頭
で
あ
る
鹿
王
院
に
寄
進
さ
れ
た
地
で
あ
っ
た
。
そ
れ

が
、
こ
の
時
期
に
は
堀
越
公
方
を
支
え
る
有
力
者
で
あ
っ
た
渋
川
義
鏡
の

取
り
計
ら
い
で
兵
根
料
所
と
さ
れ
、
千
葉
氏
に
預
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。
「
為
異
子
他
寺
領
之
間
、
自
最
初
、
可
被
宛
行
兵
根
料
所
之
段

雖
更
無
謂
被
思
食
、
就
千
葉
兄
弟
進
退
、
武
衛
頻
被
執
中
間
、
先
御
成
敗

之
処
」
と
い
う
a
の
文
面
か
ら
は
、
こ
の
件
が
義
鏡
の
独
走
で
堀
越
公
方

政
知
自
身
は
乗
り
気
で
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
も
と
も
と
千
葉

氏
に
対
す
る
援
助
は
京
都
の
幕
府
が
寛
正
元
年
(
一
四
六
〇
)
か
ら
三
年

に
か
け
て
繰
り
返
し
政
知
に
命
じ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
義
鏡
の
行
動
は
、

家
永
遵
嗣
氏
の
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
幕
府
の
意
向
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
段
階
で
は
、
関
東
管
領
と
武
蔵
守
護
を
兼
ね
る
山
内
上
杉
房
顕

は
蚊
帳
の
外
に
置
か
れ
て
い
た
訳
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
兵
根
料
所
の
対

象
に
さ
れ
た
の
が
、
京
都
の
有
力
な
寺
院
で
あ
る
天
竜
寺
の
塔
頭
の
所
領

で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
問
題
が
複
雑
化
し
た
。
こ
の
経
緯
に
不
満
を

抱
く
鹿
王
院
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
、
幕
府
は
あ
っ
さ
り

と
政
知
や
義
鏡
の
対
応
を
非
難
す
る
側
に
廻
り
、
赤
塚
郷
へ
の
鹿
王
院
の

支
配
を
回
復
さ
せ
る
よ
う
命
令
を
下
し
た
。
そ
し
て
堀
越
公
方
側
は
、
一

度
は
千
葉
氏
に
預
け
ら
れ
た
赤
塚
郷
の
支
配
権
を
と
り
あ
げ
、
適
当
な
代

替
地
を
物
色
し
て
給
付
す
る
と
い
う
、
手
間
の
か
か
る
憎
ま
れ
役
だ
け
を

山
内
上
杉
氏
に
求
め
た
と
い
う
の
が
a
の
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
は
幕
府
と

堀
越
公
方
側
の
無
定
見
な
行
動
の
後
始
末
を
、
い
き
な
り
山
内
上
杉
氏
に

押
し
つ
け
た
と
い
う
に
等
し
い
話
で
あ
ろ
う
。
年
が
明
け
て
、
堀
越
公
方

側
は
千
葉
氏
に
も
赤
塚
郷
を
鹿
王
院
の
支
配
に
戻
す
こ
と
を
通
告
し
て
い

る
。
b
で
あ
る
。

そ
の
あ
と
の
具
体
的
な
経
過
は
分
か
ら
な
い
が
、
寛
正
四
年
の
後
半
に

な
っ
て
、
房
顕
が
関
東
管
領
な
ど
の
職
を
辞
す
る
意
思
を
示
す
と
い
う
事

件
が
起
こ
る
。
c
、
d
に
み
え
る
「
職
御
上
表
候
間
」
「
御
職
御
上
表
之

間
」
な
ど
の
文
言
は
、
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
う
。
史
料
で
見
る

限
り
、
房
顕
が
「
職
」
の
「
上
表
」
と
い
う
意
思
表
示
を
行
な
っ
た
の
は

寛
正
四
年
の
後
半
以
降
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
で
は
c
、
d
を
寛
正
四
年
の

も
の
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ま
で
、
山
内
上
杉
房
顕
と

そ
の
下
で
堀
越
公
方
側
と
の
折
衝
に
あ
た
っ
た
長
尾
景
信
は
、
a
の
指
示

を
実
質
的
に
握
り
つ
ぶ
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
「
職
御
上
表
」

と
と
も
に
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
件
と
も
も
う
関
わ
る
謂
わ
れ
は
無
い
と
し
て
、

前
年
の
「
御
奉
書
」
す
な
わ
ち
a
を
突
っ
返
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
。そ

れ
に
対
し
て
、
た
と
え
房
顕
が
辞
職
し
よ
う
と
も
そ
の
立
場
は
「
在

職
可
為
同
前
」
、
だ
か
ら
「
於
被
仰
出
候
子
細
者
、
可
有
御
成
敗
」
と
い

う
の
が
c
で
の
為
基
の
言
い
分
で
あ
り
、
さ
ら
に
為
基
を
寺
尾
礼
春
が
側

面
援
助
し
て
い
る
の
が
d
で
あ
る
。
寺
尾
氏
は
も
と
も
と
上
野
の
国
人
領

主
と
し
て
上
州
一
揆
に
も
加
わ
り
、
関
東
管
領
上
杉
氏
を
支
え
る
軍
事
的

基
盤
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
応
安
二
年
(
一
三
六
九
)
十
月
に
山
内
家

の
上
杉
能
憲
が
幕
府
か
ら
伊
豆
の
守
護
に
任
命
さ
れ
た
が
、
そ
の
の
ち
数

代
を
経
て
山
内
上
杉
家
を
継
い
だ
憲
実
の
下
、
応
永
二
十
九
年
(
一
四
二

二
)
ま
で
に
寺
尾
憲
清
か
伊
豆
守
護
代
と
な
る
。
寺
尾
氏
の
伊
豆
守
護
代
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へ
の
在
任
は
、
長
禄
二
年
(
一
四
五
八
)
の
「
寺
尾
若
狭
入
道
」
ま
で
が

知
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
山
内
上
杉
家
の
家
宰
で
あ
る
長
尾
氏
と
も
関

係
は
深
い
。
そ
う
し
た
寺
尾
の
一
族
で
あ
る
礼
春
が
d
に
あ
る
よ
う
に

「
自
私
も
可
言
上
仕
候
由
」
を
政
知
か
ら
「
被
仰
出
」
れ
、
房
顕
や
景
信

に
疎
ま
れ
そ
う
な
役
回
り
を
敢
え
て
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

は
、
そ
れ
だ
け
堀
越
公
方
側
と
の
接
点
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
う

考
え
る
と
、
政
知
が
堀
越
公
方
と
し
て
伊
豆
に
下
向
す
る
前
後
の
頃
ま
で
、

伊
豆
守
護
代
を
つ
と
め
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
前
記
の
「
寺
尾
若
狭

入
道
」
に
、
こ
の
礼
春
を
比
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
が
寛
正
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
の
赤
塚
郷
を
め
ぐ
る
動
き
で
あ

る
。
こ
の
一
連
の
史
料
に
つ
い
て
言
及
し
た
の
は
、
当
時
の
為
基
の
官
職

を
考
え
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
本
稿
の
視
角
か
ら
注
目
し
た
い

の
が
、
d
に
見
え
る
「
自
布
施
民
部
大
夫
方
以
状
申
候
」
の
部
分
で
あ
る
。

「
以
状
申
候
」
と
あ
る
の
が
c
の
為
基
書
状
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
、
寛
正
四
年
末
の
段
階
で
「
布
施
民
部
大
夫
」
と
い

わ
れ
る
人
物
は
為
基
に
他
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
も

そ
れ
は
、
堀
越
公
方
や
為
基
の
間
近
に
い
て
、
彼
ら
の
対
上
杉
氏
の
折
衝

を
援
助
し
て
い
る
よ
う
な
立
場
の
者
が
述
べ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

信
頼
性
の
高
い
情
報
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
京
都
の
記
録
か
ら
。
『
親
元
日
記
』
寛
正
六
年
(
一
四
六
五
)

八
月
二
十
日
条
に
次
の
記
事
を
見
出
せ
る
。

関
東
長
尾
新
五
郎
〔
先
度
雖
彼
任
出
雲
守
、
依
辞
申
如
此
、
但
馬
守

子
也
〕
、
雑
掌
僧
一
性
斎
〕

・
布
施
善
十
郎
同
道
、
私
宅
江
来
臨
、

鎌
倉
殿
御
書
井
布
施
民
部
大
輔
書
状
在
之
、
子
細
者
、
野
州
足

利
庄
〔
今
ハ
御
敵
踏
云
々
〕
御
代
官
職
事
、
云
由
緒
之
地
、
云
度
々

忠
節
、
望
申
事
也
、
男
御
吹
挙
如
此
云
々
、
【
〔

〕
の
部
分
は
割
注
。

以
下
同
じ
】

こ
れ
は
「
足
利
政
知
の
吹
挙
に
よ
っ
て
、
長
尾
景
人
が
将
軍
義
政
か
ら

御
料
所
で
あ
る
足
利
庄
代
官
に
補
任
さ
れ
」
た
こ
と
に
関
わ
る
記
事
で
あ

る
が
、
そ
の
吹
挙
の
た
め
に
鎌
倉
殿
=
足
利
政
知
の
書
状
と
布
施
民
部
大

輔
の
添
状
が
あ
わ
せ
て
京
都
に
送
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
「
布

施
民
部
大
輔
」
が
当
時
、
政
知
の
間
近
に
い
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
推
測

で
き
る
。
前
記
の
赤
塚
郷
を
め
ぐ
る
史
料
は
こ
れ
よ
り
二
年
前
の
も
の
で

あ
り
、
そ
こ
で
「
布
施
民
部
大
夫
」
と
さ
れ
て
い
た
為
基
を
こ
の
人
物
に

比
定
す
る
こ
と
は
白
然
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
史
料
に
登
場
す
る
「
布
施
民
部
大
夫
」
「
布
施
民
部
大
輔
」
を

と
も
に
為
基
に
比
定
す
る
作
業
は
従
来
か
ら
も
行
な
わ
れ
て
お
り
、
特
に

目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
こ
で
は
比
定
の
手
順
や
根
拠
が
必

ず
し
も
明
確
で
な
か
っ
た
り
、
文
書
の
年
代
比
定
に
一
考
の
余
地
が
あ
る

な
ど
と
思
わ
れ
た
た
め
、
筆
者
の
考
え
を
最
低
限
述
べ
て
き
た
心
算
で
あ

る
。
そ
の
上
で
、
改
め
て
本
稿
の
関
心
に
引
き
つ
け
て
確
認
し
て
お
き
た

い
の
は
、
寛
正
四
年
未
か
ら
寛
正
六
年
に
か
け
て
の
時
期
、
関
東
に
あ
っ

て
も
京
都
に
あ
っ
て
も
、
布
施
民
部
大
夫
と
呼
ば
れ
る
人
物
は
為
基
以
外

に
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
の
重
要
性
は
、
こ
れ

ま
で
あ
ま
り
認
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

も
し
『
鎌
倉
大
草
紙
』
が
述
べ
る
よ
う
に
、
長
禄
二
年
以
前
の
関
東
下
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向
に
際
し
て
、
為
基
が
民
部
大
夫
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
官
職
は
少

な
く
と
も
寛
正
六
年
ま
で
変
化
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
る

い
は
『
鎌
倉
大
草
紙
』
の
記
述
に
依
拠
す
る
こ
と
は
留
保
し
た
上
で
考
察

を
行
な
う
と
し
て
も
、
寛
正
四
年
末
の
「
布
施
民
部
大
夫
」
が
為
基
で
あ

る
な
ら
ば
、
同
年
七
月
段
階
で
の
そ
れ
を
別
人
と
考
え
る
こ
と
は
か
な
り

困
難
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
見
方
か
ら
し
て
も
、
前
記
の
『
大
乗
院
寺
社

雑
事
記
』
に
載
る
幕
府
の
御
前
奉
行
「
布
施
民
部
大
夫
」
は
同
時
期
に
堀

越
公
方
政
知
の
奉
行
人
で
あ
っ
た
為
基
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か

く
て
、
今
谷
氏
が
想
定
さ
れ
、
家
永
氏
が
そ
れ
を
受
け
つ
い
で
議
論
を
展

開
さ
れ
た
よ
う
に
、
寛
正
四
年
の
頃
、
為
基
は
幕
府
と
堀
越
公
方
府
の
奉

行
人
を
兼
任
し
て
い
た
事
実
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
事
実
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

堀
越
公
方
政
知
の
下
で
の
奉
行
人
と
し
て
為
基
が
占
め
て
い
る
位
置

は
、
相
当
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
為
基
が
同
時
に

幕
府
の
御
前
奉
行
の
一
員
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
幕
府
と
堀
越
公

方
の
関
係
に
つ
い
て
、
後
者
の
従
属
性
が
著
し
く
強
か
っ
た
こ
と
の
明
確

な
証
左
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
堀
越
公
方
が
、
幕
府
に
対
す
る
独
立
政
権
の

如
き
観
を
呈
し
て
い
た
か
つ
て
の
関
東
公
方
と
異
な
り
、
薄
弱
な
実
力
し

か
有
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
家
永
遵

嗣
氏
は
そ
れ
を
、
将
軍
義
政
に
よ
っ
て
斯
波
家
の
家
督
に
据
え
ら
れ
た
義

廉
の
父
・
渋
川
義
鏡
が
斯
波
領
国
遠
江
の
軍
事
力
を
以
て
堀
越
公
方
を
支

え
て
い
た
こ
と
や
、
室
町
殿
御
分
国
の
東
端
地
域
に
堀
越
公
方
が
存
在
し

て
い
る
と
い
う
地
政
学
的
な
観
点
に
加
え
て
、
以
上
の
よ
う
な
人
事
上
の

間
題
な
ど
か
ら
「
幕
府
中
央
に
対
す
る
公
方
府
の
独
立
性
は
そ
も
そ
も
問

題
に
さ
え
な
ら
な
い
」
と
ま
と
め
ら
れ
た
。
少
な
く
と
も
制
度
の
上
か
ら

み
れ
ば
、
こ
う
し
た
指
摘
は
か
な
り
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

点
で
為
基
の
存
在
は
堀
越
公
方
の
実
力
と
実
態
を
測
る
上
で
も
誠
に
興
味

深
い
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
両
属
性
を
帯
び
た
存
在
で
あ
る
為
基
に
、
幕
府
が
期
待
し
て

い
た
行
動
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
窺
う
た
め
の
手

掛
か
り
と
し
て
、
少
し
時
期
は
下
る
が
、
文
明
五
年
(
一
四
七
三
)
の
次

の
史
料
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

造
内
宮
料
関
東
御
分
国
役
夫
工
米
事
、
去
々
年
被
仰
之
処
、
不
事
行

云
々
、
甚
不
可
然
、
早
任
先
規
、
可
被
相
懸
之
旨
、
重
枝
道
御
内
書

畢
、
厳
密
可
被
申
沙
汰
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
仍
執
達
如
件
、

文
明
五
年
七
月
二
日

河
内
前
司
(
治
部
国
通
)
在
判

修
理
大
夫
(
摂
津
之
親
)
在
判

布
施
佐
渡
守
(
為
基
)
殿

こ
の
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
は
、
同
内
容
の
も
の
が
、
同
時
に
朝
日
信

濃
守
(
持
清
)

・
長
尾
弾
正
左
衛
門
尉
(
景
信
)

・
太
田
備
中
入
道
(
資

清
)
に
充
て
て
出
さ
れ
て
い
る
。
長
尾
と
太
田
は
関
東
管
領
上
杉
氏
を
支

え
る
実
力
者
で
あ
る
。
朝
日
信
濃
守
は
為
基
と
並
ぶ
堀
越
公
方
政
知
の
奉

行
人
で
、
朝
日
氏
は
幕
府
奉
公
衆
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
命
令
が
、
幕

府
か
ら
直
接
に
こ
の
四
人
に
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
長
尾

と
太
田
に
宛
て
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
関
東
で
の
実
力
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
で

は
、
為
基
と
朝
日
信
濃
守
の
場
合
は
ど
う
か
。
堀
越
公
方
府
の
奉
行
人
と

-
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い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
公
方
政
知
を
経
由
せ
ず
に
、
幕
府
か
ら
直
接
こ

の
二
人
に
命
令
が
届
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
彼
ら
が
幕
府
と
の

密
接
な
連
携
を
保
っ
て
い
た
証
左
で
あ
ろ
う
。
幕
府
が
彼
ら
に
期
待
し
て

い
た
の
は
、
関
東
に
お
い
て
地
元
の
有
力
者
と
提
携
し
つ
つ
幕
府
の
意
思

を
代
行
す
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。

二
、
為
基
と
東
国

で
は
、
為
基
は
そ
う
し
た
幕
府
か
ら
の
期
待
に
応
え
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
注
意
し
た
い
の
は
、
必
ず
し
も
そ
う
評
価
し
て
よ
い
の
か
疑
わ
れ

る
面
が
、
彼
の
足
跡
の
中
に
は
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
次
の
『
蔭

涼
軒
日
録
』
の
記
事
な
ど
が
想
起
さ
れ
る
。

e
(
寛
正
元
年
四
月
三
日
条
)

正
豚
院
領
訴
訟
之
事
伺
之
、
即
命
子
飯
尾
加
賀
守
(
之
清
)
也
、
江

州
岩
(
根
脱
力
)
郷
井
伊
豆
国
布
施
民
部
丞
押
領
両
条
之
事
也
、

f
(
寛
正
元
年
七
月
六
日
条
)

…
…
正
豚
院
領
江
州
岩
根
郷
井
豆
州
安
久
保
之
事
、
布
施
民
部
大
夫

可
被
付
之
事
、
即
命
子
寺
奉
行
飯
尾
加
賀
守
也
、

g
(
寛
正
元
年
十
月
四
日
条
)

浄
智
寺
領
伊
豆
国
加
納
郷
、
布
施
民
部
押
領
之
事
、
自
寺
家
訴
訟
之

旨
披
露
之
、
即
以
飯
尾
左
衛
門
大
夫
(
之
種
)
井
加
賀
守
、
於
管
領

(
細
川
勝
元
)
有
御
尋
也
、

h
(
寛
正
二
年
八
月
十
日
条
)

正
豚
院
領
伊
豆
国
安
久
郷
・
浄
智
寺
領
加
納
郷
、
布
施
民
部
大
夫
就

御
陣
押
領
之
事
伺
之
、
与
伊
勢
(
貞
親
)
致
談
合
、
可
被
成
御
奉
行

之
由
被
仰
出
也
、
以
伊
勢
依
虫
気
無
出
仕
之
故
、
先
閣
之
、
…
…

i
(
寛
正
三
年
三
月
十
四
日
条
)

…
…
正
豚
院
領
伊
豆
国
安
久
郷
、
布
施
民
部
丞
依
御
奉
書
去
渡
之
状
、

奉
懸
子
御
目
也
、
…
…

j
(
寛
正
三
年
四
月
十
六
日
条
)

浄
智
寺
領
伊
豆
国
布
施
民
部
大
夫
押
妨
、
…
…

k
(
寛
正
三
年
六
月
八
日
条
)

浄
智
寺
領
還
付
之
御
奉
書
、
可
被
成
子
渋
河
(
義
鏡
)
殿
之
事
、
以

伊
勢
守
被
命
于
飯
尾
左
衛
門
大
夫
也
、
…
…
浄
智
寺
領
者
、
布
施
民

部
大
夫
押
妨
之
事
也
、

寛
正
元
年
(
一
四
六
〇
)
か
ら
三
年
に
か
け
て
、
鎌
倉
の
浄
智
寺
や
京

都
の
正
味
院
が
伊
豆
国
内
に
持
っ
て
い
た
所
領
と
為
基
の
関
わ
り
を
伝
え

る
一
連
の
史
料
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
「
押
領
」
「
押
妨
」
の
言
葉
が
繰
り

返
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
一
見
す
る
と
為
基
が
、
幕
府
に
よ
る
規
制

の
対
象
に
な
る
よ
う
な
不
当
な
他
者
へ
の
権
利
侵
害
を
行
な
っ
て
い
た
よ

う
に
読
め
る
。
寺
家
の
訴
え
を
う
け
、
幕
府
は
渋
川
義
鏡
に
奉
行
人
奉
書

を
送
る
な
ど
し
て
、
こ
の
「
押
領
」
行
為
を
抑
制
し
よ
う
と
し
た
。
そ
う

し
た
圧
力
に
よ
っ
て
、
為
基
も
安
久
郷
に
つ
い
て
は
「
去
渡
之
状
」
を
幕

府
に
提
出
し
、
撤
退
し
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
加
納
郷
に
つ
い

て
は
、
こ
の
の
ち
文
明
年
間
ま
で
為
基
が
領
有
し
つ
づ
け
た
可
能
性
が
あ

る
と
い
う
。

28
-



こ
こ
か
ら
、
為
基
が
下
向
先
に
お
い
て
、
幕
府
か
ら
は
認
め
が
た
い
勝

手
な
行
為
に
走
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
判
明
す
る
と
考
え
て
よ
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
が
幕
府
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
外
れ
、
幕

府
奉
行
人
と
し
て
は
暴
走
し
て
し
ま
っ
た
と
判
断
し
て
も
よ
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
為
基
が
幕
府
と
堀
越
公
方
の
結
節
点
に
位
置
す
る
存
在
で
あ
る
だ

け
に
、
こ
の
出
来
事
は
両
者
の
関
係
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
意
味
を
有

す
る
と
思
う
が
、
こ
れ
ま
で
こ
う
し
た
視
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
無

か
っ
た
と
思
う
。

そ
の
検
討
を
行
な
う
に
際
し
て
、
小
稿
で
は
こ
の
出
来
事
を
前
記
の
赤

塚
郷
を
め
ぐ
る
混
乱
と
並
べ
て
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
為
基

も
問
題
の
処
理
に
当
た
っ
て
い
た
赤
塚
郷
を
め
ぐ
る
事
態
の
推
移
は
、
お

そ
ら
く
幕
府
の
意
向
に
沿
う
て
関
東
で
の
政
治
的
・
軍
事
的
活
動
を
進
め

る
た
め
に
、
堀
越
公
方
側
か
必
要
な
基
盤
・
財
源
と
し
て
の
所
領
を
確
保

し
よ
う
と
し
た
点
に
原
因
を
求
め
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
を
み

る
と
、
義
鏡
や
為
基
ら
が
幕
府
か
ら
抑
止
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
を
勝
手
に

行
な
っ
て
い
た
と
い
う
枠
組
に
な
っ
て
し
ま
う
。
即
ち
こ
の
事
例
を
通
し

て
幕
府
と
堀
越
公
方
側
と
の
関
係
を
窺
う
際
に
は
、
必
ず
し
も
結
果
だ
け

に
と
ら
わ
れ
ず
に
そ
の
経
緯
に
も
注
意
を
払
う
と
い
う
姿
勢
が
必
要
な
の

で
あ
る
。

あ
る
い
は
こ
う
し
た
事
例
も
あ
る
。
鶴
岡
八
幡
宮
寺
の
供
僧
が
記
し
た

『
当
社
記
録
(
香
蔵
院
球
祐
記
録
)
』
の
寛
正
二
年
(
一
四
六
コ
七
月
分

の
記
事
に
、
恐
ら
く
為
基
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
「
奉
行
布
施
」
が
伊
2

す

な
わ
ち
堀
越
公
方
の
許
か
ら
相
模
に
下
っ
て
来
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い

る
。
同
年
九
月
の
記
事
に
は
「
豆
州
奉
行
布
放
(
施
力
)
方
」
が
藤
沢
の

辺
り
ま
で
進
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
る
と
と
も
に
、

今
月
二
日
、
吉
富
郷
ヨ
リ
田
郷
(
口
力
)
注
進
在
之
、
以
前
之
宇
津

宮
、
豆
州
之
以
御
意
、
布
放
(
施
力
)
方
之
渡
状
ニ
テ
入
部
ア
リ
、

然
間
、
可
追
立
哉
如
何
ト
注
進
ア
リ
、
悟
進
止
供
僧
達
致
衆
会
、

布
放
方
へ
普
賢
院
・
如
意
院
両
人
被
出
者
也
、
雖
然
対
面
無
之
、
仍

執
行
ヨ
リ
三
日
弘
川
ヲ
為
使
者
雖
彼
申
、
…
…

と
も
見
え
る
。
武
蔵
の
吉
富
郷
(
関
戸
)
は
現
在
の
東
京
都
日
野
市
や

府
中
市
な
ど
に
わ
た
る
地
域
で
あ
り
、
こ
の
年
六
月
に
、
武
蔵
の
実
力
者

長
尾
昌
賢
(
景
仲
。
関
東
管
領
で
武
蔵
守
護
を
兼
ね
る
山
内
上
杉
房
顕
の

家
宰
)
の
援
助
に
よ
っ
て
鶴
岡
八
幡
宮
寺
の
支
配
下
に
戻
さ
れ
た
ば
か
り

の
土
地
で
あ
っ
た
。
田
口
は
そ
の
際
に
八
幡
宮
寺
か
ら
政
所
(
代
官
)
職

に
補
任
さ
れ
た
。
恐
ら
く
長
尾
の
息
の
か
か
っ
た
者
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
吉
富
郷
に
対
し
て
、
堀
越
公
方
側
は
宇
津
宮
と
い
う
勢
力
を
後
援
し

て
介
人
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
実
務
を
担
っ
て
い
た
の
が
為
基
で

あ
っ
た
ら
し
い
。
為
基
が
後
ろ
盾
と
な
っ
て
吉
富
郷
に
入
部
し
た
宇
津
宮

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
記
事
も
あ
る
。

今
月
二
日
正
覚
院
運
喩
大
僧
都
、
就
関
戸
事
豆
州
参
上
、
…
…
彼
敵

方
少
弼
方
、
渋
川
武
漸
(
衛
力
)
方
憑
間
、
被
立
御
使
無
為
了
、
・
:

…
(
『
当
社
記
録
』
寛
正
一
一
年
十
月
)

こ
の
「
少
弼
方
」
は
、
八
幡
宮
寺
側
が
「
敵
方
」
と
表
現
し
て
い
る
点
、

堀
越
公
方
と
の
折
衝
の
中
で
「
無
為
」
と
な
っ
て
い
る
点
な
ど
か
ら
み
て
、

宇
津
宮
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
と
八
幡
宮
寺
の
使
者
と
の
仲
介
を
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し
て
い
る
の
が
渋
川
義
鏡
な
の
で
あ
る
。
為
基
の
行
動
は
義
鏡
と
の
協
同

の
上
に
な
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
家
永
氏
は
こ
の
宇
津
宮
を
、
「
康
正

元
年
に
京
都
幕
府
の
指
令
を
受
け
て
吉
河
公
方
成
氏
に
敵
対
す
る
蜂
起
を

試
み
て
敗
れ
た
宇
都
官
等
綱
の
縁
者
」
と
推
測
さ
れ
る
。
山
田
邦
明
氏
は
、

吉
富
郷
(
関
戸
)
は
か
つ
て
康
暦
元
年
(
一
三
七
九
)
に
鶴
岡
八
幡
宮
寺

に
与
え
ら
れ
た
「
宇
都
宮
弾
正
少
弼
人
道
女
子
跡
」
を
含
ん
で
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
う
し
た
か
つ
て
の
権
利
者
の
流
れ
を
く
む
者
が
こ

の
時
に
堀
越
公
方
側
と
結
び
つ
い
た
と
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
「
宇
都
宮
弾

正
少
弼
入
道
」
は
寛
正
の
頃
か
ら
一
世
紀
ほ
ど
も
遡
っ
た
時
代
の
宇
都
宮

弾
正
少
弼
高
貞
で
あ
る
と
い
う
。
『
当
社
記
録
』
が
「
宇
4

宮
」
を
「
少

弼
方
」
と
呼
ぶ
の
も
、
彼
が
高
貞
と
系
譜
が
つ
な
が
り
、
そ
の
権
利
の
回

復
を
狙
っ
た
者
で
あ
っ
た
た
め
と
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

赤
塚
郷
の
事
例
と
あ
わ
せ
て
、
千
葉
氏
や
宇
津
宮
某
へ
の
幕
府
の
庇
護

が
、
関
東
管
領
山
内
上
杉
氏
で
は
な
く
渋
川
義
鏡
を
通
し
て
な
さ
れ
た
も

の
と
家
永
氏
が
捉
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
基
本
的
に
首
肯
さ
れ
る
べ
き
坪
解

で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
当
然
の
成
り
行
き
で
は
あ
る
が
、
幕
府
の
意
思
に

沿
う
行
動
で
あ
ろ
う
と
、
堀
越
公
方
側
の
新
た
な
現
地
へ
の
介
入
は
、
現

在
の
権
判
者
で
あ
る
鹿
王
院
や
鶴
岡
八
幡
宮
寺
な
ど
の
領
主
側
に
損
害
を

与
え
、
そ
の
反
発
を
う
け
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
、
吉
富
郷
(
間
戸
)

へ
の
宇
津
宮
の
入
部
を
撤
回
さ
せ
よ
う

と
し
た
鶴
岡
八
幡
宮
寺
が
、
そ
の
た
め
に
支
払
っ
た
代
償
は
、
堀
越
公
方

や
関
東
管
領
方
へ
の
「
一
献
」
料
な
ど
。

三
十
三
貫
文

豆
州
、
十
四
貫
五
百
文

五
十
子
両
度
、
十
貫
文

御
両
人
〔
如
意
院
・
最
勝
院
〕
、
五
十
貫
文

少
弼
方
へ

〔
被
取

也
〕
、
十
貫
文

父
子
被
下
候
、

以
上

寛
正
貳
年
十
一
月
九
日

田
口
慶
秋

在
判

(
『
当
社
記
録
』
寛
正
二
年
十
一
月
)

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
当
事
者
の
宇
津
営
が
五
十
貫
文
を
得
て
い
る

。
方
、
そ
れ
を
焚
き
つ
け
、
次
い
で
仲
介
に
立
つ
と
い
う
、
一
見
す
る
と

マ
ッ
チ
ポ
ン
プ
の
典
型
の
よ
う
な
振
舞
い
を
み
せ
た
堀
越
公
方
側
も
三
十

三
貫
文
の
「
一
献
」
料
を
獲
得
し
て
い
る
。
「
御
両
人
」
は
八
幡
宮
側
の

使
者
と
し
て
堀
子
句
公
方
側
と
の
折
衝
な
ど
に
あ
た
っ
た
供
僧
た
ち
で
あ

る
。
「
五
十
子
」
は
武
蔵
国
の
地
名
で
、
そ
こ
を
本
陣
と
し
て
吉
河
公
方

足
利
成
氏
と
対
峙
し
て
い
た
関
東
管
領
兼
武
蔵
守
護
の
上
杉
方
を
指
す
。

あ
わ
せ
て
現
地
の
代
官
で
あ
る
田
口
慶
秋
も
、
ご
苦
労
賃
と
い
う
こ
と
か
、

ド
サ
ク
サ
紛
れ
に
十
貫
文
を
懐
に
し
た
と
い
う
の
が
「
父
子
被
下
候
」
の

部
分
で
あ
ろ
う
。
武
蔵
守
護
代
の
長
尾
氏
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
筈
の
既

存
の
秩
序
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
鶴
岡
八
幡
宮
寺
は
、
そ
の
事
態
に
対
応
す
る

た
め
に
、
多
大
の
出
費
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
展
開
を
み
る
と
、
山
田
邦
明
氏
が
「
考
え
て
み
れ
ば
鶴
岡
八

幡
宮
は
足
利
氏
の
祈
願
所
で
あ
り
、
堀
越
公
方
足
利
政
知
の
下
向
は
、
外

護
者
の
復
活
と
い
う
意
味
で
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
現
実
に
は
、
政
知
の
下
向
に
よ
っ
て
鶴
岡
八
幡
宮
領
の
本
主
た
ち

が
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
彼
ら
に
よ
っ
て
所
領
を
押
領

さ
れ
た
八
幡
宮
は
、
こ
れ
を
回
復
す
る
た
め
に
、
管
領
上
杉
氏
だ
け
で
な

く
堀
越
公
方
へ
も
、
そ
れ
相
応
の
ま
い
な
い
を
贈
り
な
が
ら
懇
願
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
経
済
的
窮
乏
は
い
っ

そ
う
深
刻
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
」
「
(
鶴
岡
八
幡
宮
は
)
堀
越
公
方

と
い
う
あ
ら
た
な
権
力
の
参
人
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
好
機
と
し
て
旧
領
回

復
を
実
現
し
た
人
々
の
た
め
に
所
領
を
押
領
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
意
味
で
堀
越
公
方
の
下
向
は
、
す
く
な
く
と
も
鶴
岡
八
幡
宮
に

と
っ
て
は
歓
迎
す
べ
か
ら
ざ
る
面
の
よ
り
強
い
事
件
で
あ
っ
た
と
い
っ
て

よ
か
ろ
う
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
重
要
性
が
明
確
に
な
る
。
こ

う
し
た
山
田
氏
の
指
摘
は
、
堀
越
公
方
と
幕
府
、
関
東
の
諸
勢
力
と
の
関

係
を
め
ぐ
る
、
百
瀬
氏
と
家
永
氏
の
見
解
を
整
合
的
に
と
ら
え
る
た
め
の

鍵
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
幕
府
の
意
向
に
従
い
、
そ
の
方
針
を
実
現
し
つ

つ
自
ら
の
権
益
と
影
響
力
を
拡
大
し
よ
う
と
堀
越
公
方
側
(
直
接
的
に
は

渋
川
義
鏡
や
そ
の
下
に
属
す
る
布
施
為
基
の
よ
う
な
奉
行
人
た
ち
)
が
動

い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
山
田
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
関
東
各
地
の

諸
勢
力
が
有
す
る
既
得
権
益
と
は
相
容
れ
な
い
展
開
を
招
来
す
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
摩
擦
に
よ
っ
て
問
題
が
紛
糾
す
れ
ば
、
幕
府
は
既

得
権
益
を
擁
護
す
る
側
に
廻
ら
ざ
る
を
得
な
い
し
、
関
東
の
政
治
秩
序
を

保
と
う
と
す
る
関
東
管
領
や
上
杉
諸
家
も
反
発
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
堀
越
公
方
だ
け
が
、
幕
府
や
関
東
の
諸
勢
力
か
ら
浮
き

上
が
っ
た
格
好
に
な
っ
て
し
ま
い
、
自
分
た
ち
の
引
き
起
こ
し
た
問
題
か

ら
手
を
引
く
し
か
選
択
肢
は
無
く
な
る
。
そ
の
際
、
自
分
た
ち
の
面
目
を

保
と
う
と
し
た
り
、
問
題
へ
の
対
応
の
た
め
に
動
き
回
っ
た
奉
行
人
た
ち

の
収
入
を
確
保
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
鶴
岡
八
幡
宮
に
対
し
て
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
マ
ッ
チ
ポ
ン
プ
的
に
仲
介
料
と
し
て
の
「
一
献
」
分
を
受
け

取
る
こ
と
も
有
り
得
た
で
あ
ろ
う
。
か
な
り
大
雑
把
な
捉
え
方
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
視
角
に
立
つ
こ
と
で
、
百
瀬
氏
と
家
永
氏
の
所
説
を
架
橋
す
る

こ
と
は
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

加
納
郷
や
安
久
郷
の
件
も
、
史
料
に
見
え
る
の
は
結
果
の
部
分
で
あ
る
。

な
ぜ
、
そ
の
問
題
が
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う
原
因
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
e
～
k
の
よ
う
に
史
料
を
整
理
し
て
、
そ
れ
ら
を

上
記
の
よ
う
な
視
角
か
ら
考
え
る
と
、
い
く
つ
か
見
え
て
く
る
点
も
あ
る
。

ま
ず
h
の
「
正
味
院
領
伊
呈
国
安
久
郷
・
浄
智
寺
領
加
納
郷
」
を
為
基

が
「
統
御
陣
」
き
押
領
し
た
と
の
記
事
を
見
る
と
、
そ
の
行
為
は
、
堀
越

公
方
側
か
関
東
で
の
戦
乱
に
臨
む
上
で
の
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
た
め

(
従
っ
て
そ
れ
は
、
根
本
的
に
は
幕
府
の
意
向
に
沿
う
た
め
と
い
う
一
面

を
有
す
る
)
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
出
來
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

こ
で
重
要
な
の
は
、
f
の
「
…
…
正
脈
院
領
江
州
岩
根
郷
社
9

州
安
久
保

之
事
、
布
施
民
部
大
夫
可
被
付
之
事
、
即
命
干
寺
奉
行
飯
尾
加
賀
守
也
」

と
の
記
事
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
「
可
被
付
」
と
敬
語
表
現
が
使
わ
れ
て
い

る
部
分
は
ブ
王
語
が
将
軍
義
政
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
の
一
連
の
動
き
の
中
で
も
、
h
の
「
…
…
与
伊
勢
致
談
含
、

可
被
成
御
奉
行
之
由
被
仰
出
也
」
や
h
の
「
…
…
御
奉
書
、
可
被
成
干
渋

河
殿
之
事
、
以
伊
勢
守
被
命
子
飯
尾
左
衛
門
大
夫
也
」
な
ど
と
使
わ
れ
て

い
る
敬
語
の
用
法
か
ら
見
て
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

こ
の
一
文
は
正
豚
院
が
為
基
の
「
押
領
」
を
訴
え
て
い
た
安
久
保
(
郷
)

な
ど
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
為
基
に
付
す
(
与
え
る
)
こ
と
が
将
軍
の
意
思

と
し
て
奉
行
に
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
幕
府
側
か
為
基
の
権
利
を

-
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擁
護
す
る
決
定
を
行
な
っ
て
い
る
と
読
む
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

れ
で
は
他
の
記
事
と
較
べ
て
整
合
性
が
欠
け
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
難

点
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
為
基
の
行
為
が
関
東
で
の
戦
乱
に
対
処
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
当
初
、
幕
府
が
そ
れ
を
擁
護
す
る
姿
勢

を
示
し
た
こ
と
も
不
自
然
で
は
な
い
と
思
う
。

た
だ
、
幕
府
に
と
っ
て
計
算
外
で
あ
っ
た
の
は
、
正
豚
院
だ
け
に
止
ま

ら
ず
、
そ
の
あ
と
か
ら
g
の
よ
う
に
為
基
の
行
為
を
浄
智
寺
も
訴
え
は
じ

め
、
さ
す
が
に
何
ら
か
の
対
応
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
っ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
て
度
は
為
基
の
側
に
立
っ
た
幕
府
の
動
き
は

遅
々
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
漸
く
十
ヵ
月
の
ち
に
見
え
る
h
の
記
事

で
も
「
以
伊
勢
依
虫
気
無
出
仕
之
故
、
先
閣
之
」
な
ど
と
あ
っ
て
、
あ
ま

り
積
極
的
な
姿
勢
は
見
出
せ
な
い
。
幕
府
と
し
て
は
な
る
べ
く
穏
便
に
処

理
を
進
め
よ
う
と
し
た
如
く
で
あ
り
、
さ
ら
に
翌
年
に
な
っ
て
漸
く
為
基

か
ら
安
久
郷
の
「
去
渡
之
状
」
を
と
っ
た
こ
と
が
・
I
に
記
さ
れ
る
。
そ
の

際
に
は
お
そ
ら
く
、
為
基
と
の
接
触
を
密
に
し
て
い
る
渋
川
義
鏡
を
動
か

し
て
説
得
に
当
た
ら
せ
る
な
ど
の
k
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
て
い
た
可

能
性
も
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
問
題
の
展
開
を
み
る
限
り
、
為
基
が
幕
府

か
ら
の
指
示
に
敢
え
て
背
く
よ
う
な
姿
勢
を
持
っ
て
い
た
と
捉
え
る
必
然

性
は
乏
し
い
の
で
は
な
い
か
。

か
く
て
、
こ
こ
に
も
赤
塚
郷
な
ど
と
同
様
な
、
幕
府
の
意
向
と
む
す
び

つ
い
た
堀
越
公
方
側
の
動
き
が
背
景
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
が
問
題
化
す
る

と
幕
府
が
一
転
し
て
抑
止
す
る
側
に
ま
わ
っ
た
と
い
う
展
開
を
推
測
で
き

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
為
基
は
幕
府
の
統
制
か
ら
外

れ
た
「
暴
走
」
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
奉
行
人
と
し
て
の

役
割
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
、
同
じ
よ

う
な
混
乱
を
繰
り
返
し
て
い
た
幕
府
側
の
対
応
こ
そ
、
欠
陥
を
孕
む
も
の

で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
、
小
稿
で
は
幕
府
に
と
っ
て
の
堀
越
公
方
の
位
置
づ
け
を
研
究
史

に
学
び
つ
つ
再
確
認
し
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
い
く
つ
か
の
事
例
の
検

討
か
ら
、
幕
府
に
も
両
属
し
て
い
た
為
基
ら
の
公
方
府
奉
行
人
の
活
動
な

ど
を
通
し
て
関
東
の
状
勢
に
関
与
し
よ
う
と
す
る
幕
府
の
姿
勢
、
し
か
し

そ
れ
が
繰
り
返
し
現
地
で
摩
擦
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
悪
循
環
、
そ
れ

ら
の
結
果
と
し
て
周
囲
か
ら
浮
き
上
が
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
つ
つ

も
、
基
本
的
に
は
幕
府
の
統
制
の
下
に
あ
る
堀
越
公
方
の
姿
、
な
ど
を
窺

う
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

む
す
び

小
稿
で
行
な
っ
て
き
た
作
業
は
、
堀
越
公
方
と
室
町
幕
府
、
関
東
の
諸

勢
力
の
関
係
を
、
布
施
為
基
と
い
う
一
人
の
奉
行
人
の
足
跡
を
通
し
て
窺

っ
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
為
基
が
幕
府
と
堀

越
公
方
府
に
両
属
す
る
奉
行
人
で
あ
る
こ
と
を
事
実
と
し
て
確
認
し
、
そ

の
人
物
が
東
国
に
あ
っ
て
、
幕
府
の
意
向
と
の
関
係
や
現
地
の
諸
勢
力
と

の
折
衝
な
ど
の
面
で
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
の

か
を
辿
っ
て
み
よ
う
と
し
た
。

小
稿
の
乏
し
い
結
論
を
ま
と
め
れ
ば
、
為
基
ら
の
奉
行
人
を
実
務
の
担
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い
手
と
し
て
い
た
堀
越
公
方
の
活
動
は
、
幕
府
の
意
向
と
大
き
く
乖
離
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
先
ず
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
彼
ら

が
そ
う
し
た
立
場
か
ら
活
動
を
行
な
お
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
現
地
に
お

い
て
そ
れ
な
り
に
秩
序
を
保
っ
て
い
た
諸
勢
力
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
、
東

国
の
情
勢
の
攬
乱
要
因
と
な
っ
て
し
ま
う
側
面
が
あ
っ
た
。
従
来
か
ら
認

識
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
、
堀
越
公
方
は
関
東
の
諸
勢
力
の
結
集
に
成
功
せ

ず
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
と
対
立
し
て
し
ま
い
、
新
た
な
支
配
体
制
を
作
り
出

す
力
を
持
つ
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
歴
史
像
は
、
幕
府
や
堀
越
公

方
の
意
図
と
姿
勢
が
、
京
都
・
関
東
の
諸
領
主
(
そ
こ
に
は
寺
社
か
ら
武

士
ま
で
の
様
々
な
階
層
が
含
ま
れ
て
い
る
)
が
織
り
な
す
東
国
の
現
実
と

既
存
の
秩
序
に
よ
り
、
繰
り
返
し
撥
ね
返
さ
れ
る
と
い
う
展
開
の
結
果
と

し
て
、
あ
ら
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
を
よ
り
巨
視
的
に
見
れ
ば
、
鎌
倉
公
方
が
古
河
公
方
と
堀
越

公
方
に
分
裂
し
て
し
ま
っ
た
段
階
で
、
幕
府
は
既
に
、
自
ら
の
意
向
の
下

で
有
効
な
東
国
政
策
を
進
め
る
術
を
失
っ
て
い
た
、
も
し
く
は
失
い
つ
つ

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の
意
味
で
も
、
正
し
く
享
徳
の
乱

は
「
京
都
を
中
心
と
す
る
応
仁
・
文
明
の
乱
に
も
匹
敵
す
べ
き
も
の
で
、

東
国
社
会
を
根
底
か
ら
揺
り
動
か
し
、
規
制
の
政
治
体
制
を
崩
壊
さ
せ
、

戦
国
時
代
へ
の
扉
を
開
い
た
内
乱
」
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ

る
。

【
注
】

~
)

湯
山
氏
「
堀
越
公
方
と
相
模
」
(
『
郷
土
神
奈
川
』
八
、
一
九
七

七
年
。
の
ち
佐
藤
博
信
氏
編
『
戦
国
大
名
論
集

三

東
国
大
名

の
研
究
』
〔
吉
川
弘
文
館
、
一
丸
八
三
年
〕
に
収
載
)
。

(
2
)

小
和
田
氏
「
堀
越
公
方
の
政
治
的
位
置
」
(
『
地
方
史
静
岡
』

一

一
、
一
九
八
三
年
)

(
3
)

百
瀬
氏
「
鎌
倉
府
の
没
落
」
(
『
神
奈
川
県
史

通
史
編
一

原

始
・
古
代
・
中
世
』
〔
神
奈
川
県
、
一
九
八
一
年
〕
第
三
編
第
三

章
第
四
節
)
。

(
4
)

家
永
氏
『
室
町
幕
府
将
軍
権
力
の
研
究
』
〔
東
京
大
学
日
本
史

学
研
究
室
、
一
丸
九
五
年
〕
第
二
部
第
一
章
「
足
利
義
政
の
東
国

政
策
と
応
仁
・
文
明
の
乱
」
。
「
堀
越
公
方
足
利
政
知
」
(
「
静
岡
県

史

通
史
編
二

中
世
」
〔
静
岡
県
、
一
九
九
七
年
〕
第
二
編
第

三
章
第
六
節
)
。

(
5
)

為
基
の
活
動
が
見
ら
れ
る
範
囲
は
広
く
関
東
の
西
半
一
帯
に
及

ん
で
お
り
、
そ
の
状
態
は
、
現
在
、
東
京
・
神
奈
川
・
埼
玉
・
群

馬
・
栃
木
の
各
都
県
の
史
資
料
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
文
書
の
分

布
に
よ
っ
て
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
く
つ
か
の
事
例
を
挙

げ
れ
ば
、

①
長
禄
二
年
(
一
四
五
八
)
五
月
(
あ
る
い
は
六
月
)
か
ら
八
月

の
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
政
知
の
伊
豆
下
向
に
先
立
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ち
、
既
に
為
基
は
四
月
以
前
に
関
東
へ
下
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
「
黄
梅
院
文
書
」
(
黄
梅
院
は
鎌
倉
の
円
覚
寺
の
塔

頭
で
あ
る
)
の
中
に
、
黄
梅
院
に
与
え
ら
れ
た
同
年
四
月
十
日

付
の
堀
越
公
方
奉
行
人
連
署
禁
制
が
あ
り
、
そ
の
一
人
の
散
位

三
善
朝
臣
が
為
基
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
禁
制
の
内
容
は

「
軍
勢
甲
乙
人
等
乱
妨
狼
籍
(
籍
)
事
」
「
伐
取
山
林
等
事
」
を

禁
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
(
『
神
奈
川
県
史

資
料
編
三

古

代
・
中
世
(
三
下
)
』
［
神
奈
川
県
、
一
丸
七
九
年
]
六
二
五
八

号
)
。

②
上
野
の
岩
松
持
国
に
対
し
て
、
「
御
書
趣
具
披
露
仕
候
、
仍
御

書
井
閥
所
被
進
候
、
御
面
目
之
至
候
、
連
被
致
御
忠
功
候
者
、

可
然
存
候
、
…
…
於
向
後
不
可
存
疎
略
候
、
可
得
御
意
候
、
・
…

:
」
と
、
堀
越
公
方
側
に
属
す
る
よ
う
折
衝
に
当
た
っ
て
い
た

こ
と
を
示
す
書
状
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
代
償
と
し
て
か
、
持

国
に
左
京
大
夫
の
官
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
(
お
そ
ら
く
政
知

の
意
を
受
け
て
)
内
示
し
て
い
る
書
状
も
あ
る
(
『
群
馬
県
史

資
料
編
五
』
〔
群
馬
県
、
一
九
七
八
年
〕
二
〇
七
号
。
ま
た
、

三
一
〇
号
)
。

③
下
野
の
鏝
阿
寺
に
対
し
て
も
、
「
当
寺
事
者
、
異
子
他
御
祈
祷

所
候
、
一
向
御
無
音
為
如
何
之
次
第
候
哉
、
但
于
今
凶
徒
御
同

心
分
候
衆
、
不
然
者
、
被
捧
御
巻
数
等
、
御
急
言
上
候
者
、
尤

存
候
、
委
曲
期
来
信
候
、
…
…
」
と
、
吉
河
公
方
足
利
成
氏
と

絶
縁
し
て
堀
越
公
方
側
に
与
す
る
よ
う
求
め
て
お
り
、
そ
れ
が

あ
る
程
度
果
た
さ
れ
た
段
階
で
は
取
次
的
な
役
割
を
担
っ
て
い

た
ら
し
い
(
『
栃
木
県
史

史
料
編
・
中
世
一
』
〔
栃
木
県
、
一

九
七
三
年
〕
四
八
〇
号
。
ま
た
、
一
五
一
七
・
二
〇
∴
四

五
・
一
四
六
・
四
八
二
号
な
ど
)
。

④
武
蔵
の
赤
塚
郷
に
関
し
て
、
武
士
に
押
領
さ
れ
て
い
た
そ
の
土

地
を
元
の
領
主
で
あ
る
鹿
王
院
に
戻
す
よ
う
、
守
護
代
長
尾
氏

に
要
請
し
て
い
た
(
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
後
述
)
。

以
上
の
事
例
か
ら
は
、
為
基
が
堀
越
公
方
政
知
の
下
に
あ
っ
て
、

関
東
各
地
で
の
様
々
な
問
題
に
対
処
し
、
実
務
処
理
に
当
た
っ
て

い
た
有
能
な
行
政
官
僚
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
で
あ
ろ

ま
た
、
そ
の
活
動
の
期
間
も
か
な
り
長
期
に
わ
た
っ
て
い
る
。

現
存
資
料
で
彼
の
関
東
で
の
活
動
を
示
す
最
初
の
も
の
は
黄
梅
院

へ
の
禁
制
で
あ
り
、
そ
れ
が
長
禄
二
年
に
出
さ
れ
た
こ
と
は
既
に

述
べ
た
。
そ
の
最
後
の
も
の
は
、
鏝
阿
寺
宛
に
送
ら
れ
た
文
明
七

年
(
一
四
七
五
)
十
二
月
の
書
状
で
あ
る
と
い
う
(
前
掲
『
栃
木

県
史
』

一
五
号
)
。
少
な
く
と
も
そ
の
十
七
年
余
り
、
彼
は
堀
越

公
方
を
支
え
る
立
場
か
ら
、
多
方
面
に
わ
た
る
足
跡
を
残
し
た
の

で
あ
る
。

(
6
)

最
近
の
も
の
と
し
て
は
、
今
谷
明
・
高
橋
康
夫
氏
編
『
室
町
幕

府
文
書
集
成

奉
行
人
奉
書
篇
上
』
(
思
文
閣
出
版
、
一
丸
八
六

年
)
の
付
表
な
ど
が
あ
る
。

(
7
)

注
五
①
の
「
黄
梅
院
文
書
」
な
ど
か
ら
推
測
で
き
る
。
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(
8
)

増
補
続
史
料
大
成
本
を
使
用
。

(
9
)

今
谷
明
氏
「
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
の
基
礎
的
考
察
」
(
『
国
立

歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

一

二
九
八
二
年
〕
。
の
ち
、
同

氏
『
室
町
幕
府
解
体
過
程
の
研
究
』
〔
岩
波
書
店
、
一
丸
八
五
年
〕

に
収
載
)
。

(
1
0
)
同
前
。

[
n
]
)湯
山
氏
前
掲
論
文
を
『
東
国
大
名
の
研
究
』
に
収
載
す
る
に
あ

た
っ
て
の
「
追
記
」
。

(
1
2
)
家
永
氏
前
掲
「
堀
越
公
方
足
利
政
知
」
。

(
1
3
)
群
書
類
従
本
を
使
用
。

(
1
4
)
百
瀬
氏
前
掲
論
文
。

(
1
5
)
た
と
え
ば
「
佐
渡
守
」
「
佐
渡
前
司
」
な
ど
。
た
だ
し
、
「
佐
渡

守
」
と
な
っ
て
い
た
の
は
文
明
年
間
の
頃
で
あ
ろ
う
か
。

(
1
6
)
『
北
区
史

資
料
編

古
代
・
中
世
こ
(
東
京
都
北
区
、
一

九
九
四
年
)

一
七
六
号
。

行
)

同
一
八
二
号
。

(
1
8
)
同
一
八
四
号
。

(
1
9
)
同
一
八
五
号
。

(
2
0
)
同
『
北
区
史
』
の
一
八
四
号
史
料
(
C
)
に
付
さ
れ
た
注
と
解

説
に
よ
る
。
後
述
の
、
上
杉
房
顕
に
よ
る
関
東
管
領
辞
職
を
め
ぐ

る
展
開
の
捉
え
方
な
ど
も
、
基
本
的
に
同
解
説
に
従
っ
た
も
の
で

あ
る
。

(
2
1
)
同
七
六
号
。
な
お
、
赤
塚
郷
に
つ
い
て
は
、
杉
山
博
氏
「
武
蔵

国
豊
嶋
郡
赤
塚
庄
に
つ
い
て
」
(
『
地
方
史
研
究
』
一
一
七
、
一
九
五

七
年
)
参
照
。

(
2
2
)
長
禄
四
年
四
月
十
九
日
付
右
馬
頭
(
政
知
)
宛
御
内
書
で
は

「
千
葉
介
窮
困
事
、
堪
忍
候
之
様
、
別
而
被
加
下
知
之
、
可
為
本

意
候
状
如
件
」
と
あ
り
、
寛
正
三
年
四
月
廿
三
日
付
左
馬
頭
(
政

知
)
宛
御
内
書
で
は
「
千
葉
介
事
、
代
々
忠
節
異
于
他
候
、
殊
先

年
父
以
下
数
輩
討
死
候
畢
、
連
年
在
陣
窮
困
之
旨
其
聞
候
、
令
堪

忍
之
様
、
別
而
有
成
敗
者
、
可
為
本
意
之
状
如
件
」
な
ど
と
あ
る

(
『
御
内
書
案
』
〔
続
群
書
類
従
本
を
使
用
〕
)
。

(
2
3
)
家
永
氏
前
掲
『
室
町
幕
府
将
軍
権
力
の
研
究
』
二
五
六
頁
。

(
2
4
)
寛
正
四
年
十
二
月
廿
六
日
付
上
杉
兵
部
少
輔
(
房
顕
)
宛
御
内

書
に
は
「
職
事
辞
退
之
条
不
可
然
候
、
如
先
々
可
有
補
佐
也
」
と

み
え
、
こ
れ
が
房
顕
の
辞
意
を
確
認
で
き
る
初
見
史
料
で
あ
る
。

(
2
5
)
峰
岸
純
夫
氏
「
上
州
一
揆
と
上
杉
氏
守
護
領
国
体
制
」
(
『
歴
史

学
研
究
』
二
八
四
、
一
九
六
四
年
。
の
ち
、
同
氏
『
中
世
の
東
国
』

〔
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
〕
に
収
載
)
。

(
2
6
)
『
静
岡
県
史

資
料
編
六

中
世
二
』
(
靜
岡
県
、
一
九
九
一
一

年
)
八
〇
九
号
、
一
六
四
五
号
。

(
2
7
)
回
三
二
七
号
。

(
2
8
)
続
史
料
大
成
本
を
使
用
。

(
2
9
)
湯
山
氏
前
掲
論
文
。

(
3
0
)
家
永
氏
前
掲
『
室
町
幕
府
将
軍
権
力
の
研
究
』
二
七
五
頁
。

(
引
)

『
神
奈
川
県
史

資
料
編
三

古
代
・
中
世
(
三
下
)
』
六
三
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四
三
号
。

(
3
2
)
同
六
三
四
二
号
。

(
3
3
)
同
六
三
四
四
号
。

(
3
4
)
同
六
三
四
五
号
。

(
3
5
)
史
籍
刊
行
会
本
を
使
用
。

(
3
6
)
『
静
岡
県
史

資
料
編
六

中
世
二
』
は
こ
れ
ら
の
「
布
施
民

部
大
夫
」
を
布
施
貞
基
に
比
定
し
て
い
る
(
e
=
二
二
五
八
号
、

f
=
二
三
六
八
号
、
g
=
二
三
七
九
号
、
h
=
二
三
九
九
号
、

・
―
=
二
四
〇
九
号
、
j
九
一
四
一
言
万
)
。
し
か
し
、
そ
れ
は
成

り
立
た
な
い
と
思
う
。
当
時
の
貞
基
は
下
野
守
で
あ
る
。
ま
ず
享

徳
三
年
(
一
四
五
四
)
十
月
廿
九
日
付
の
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書

は
「
徳
政
事
」
に
つ
い
て
「
於
子
今
者
、
除
永
地
、
破
棄
年
記
本

物
返
地
等
詑
、
早
任
請
文
之
旨
、
以
借
銭
十
分
壱
、
可
被
収
納
之

由
候
也
」
と
の
指
示
を
諸
方
に
出
し
て
お
り
、
連
署
部
分
は
「
飯

尾
下
総
守
為
数
」
「
布
施
下
野
守
貞
基
」
「
二
階
堂
忠
行
」
と
あ
る

(
佐
藤
進
一

・
池
内
義
資
氏
編
『
中
世
法
制
史
料
集

第
二
巻

室
町
幕
府
法
』
〔
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
〕
八
四
頁
)
。
そ
の
あ

と
『
斎
藤
基
恒
日
記
』
(
続
史
料
大
成
本
を
使
用
)
の
康
正
二
年

二
四
五
六
)
分
に
は
、
彼
を
「
布
施
下
野
守
貞
基
」
「
布
野
貞
基
」

な
ど
と
記
し
た
例
が
散
見
さ
れ
る
(
三
月
廿
七
日
・
四
月
一
一
日
・

七
月
廿
五
日
・
十
二
月
廿
一
日
条
な
ど
)
。
次
に
寛
正
三
年
九
月

廿
一
日
付
の
幕
府
奉
行
人
奉
書
は
「
西
岡
辺
土
民
等
」
の
「
蜂
起
」

に
つ
い
て
「
若
出
張
之
族
在
之
者
、
堅
相
支
之
、
可
処
罪
科
之
旨
、

可
被
加
下
知
境
内
井
寺
領
等
之
由
候
也
」
と
「
東
寺
雑
掌
」
に
伝

え
て
い
て
、
連
署
し
て
い
る
の
は
「
飯
尾
左
衛
門
大
夫
之
種
」
と

「
布
施
下
野
守
貞
基
」
で
あ
る
(
『
中
世
法
制
史
料
集

第
二
巻

室
町
幕
府
法
』
二
三
二
頁
)
。
こ
の
間
、
貞
基
は
基
本
的
に
下
野

守
で
あ
り
、
そ
の
間
は
、
こ
の
官
職
を
帯
び
な
い
時
が
あ
っ
て
も
、

長
禄
二
年
(
一
四
五
八
)
五
月
十
八
日
付
の
幕
府
奉
行
人
連
署
の

起
請
文
に
署
判
し
て
い
る
「
下
野
前
司
三
善
貞
基
」
と
の
名
乗
り

を
用
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
(
同
三
四
〇
頁
)
。
e
～
k
に
見
え

る
「
布
施
民
部
大
夫
」
は
為
基
に
比
定
す
る
こ
と
が
穏
当
で
あ
ろ

(
3
7
)
注
一

一
に
同
じ
。

(
3
8
)
神
道
大
系
(
鶴
岡
)
本
を
使
用
。

(
3
9
)
『
当
社
記
録
』
寛
正
二
年
六
月
条
に
「
今
月
十
三
日
、
関
戸
六

ケ
村
、
今
度
長
尾
正
賢
以
儀
、
自
社
家
、
惣
社
領
社
家
之
以
代
官
、

被
致
入
部
処
ニ
…
…
」
と
み
え
る
。

(
4
0
)
家
永
氏
前
掲
『
室
町
幕
府
将
軍
権
力
の
研
究
』
二
五
六
頁
。

(
4
1
)
山
田
氏
「
享
徳
の
乱
と
鶴
岡
社
」
(
『
戦
国
史
研
究
』

一
七
、
一

九
八
九
年
。
の
ち
、
同
氏
『
鎌
倉
府
と
関
東
』
〔
校
倉
書
房
、
一

九
九
五
年
〕
に
収
載
〔
「
享
徳
の
乱
と
鶴
岡
八
幡
宮
」
と
改
題
〕
)
。

(
4
2
)
ち
な
み
に
、
吉
富
郷
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
出
来
事
も
起
こ

っ
て
い
る
。
吉
富
郷
(
関
戸
)
の
中
に
あ
る
鹿
子
嶋
村
に
つ
い
て
、

『
当
社
記
録
』
は
次
の
よ
う
に
記
す
(
寛
正
二
年
七
月
)
。

関
戸
六
ケ
村
、
…
…
但
鹿
子
嶋
一
村
未
還
、
是
ハ
建
長
寺
天
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源
庵
、
京
方
ヲ
相
カ
タ
ラ
ヒ
押
之
云
云
、
社
領
御
寄
進
以
前

在
契
諾
子
細
欺
、
一
度
御
寄
進
之
上
ハ
不
可
有
改
動
(
動
力
)

之
旨
、
都
鄙
之
御
判
明
鏡
ナ
ル
由
、
板
倉
新
左
衛
門
尉
方
・

伊
香
民
部
方
へ
度
々
雖
被
申
、
不
用
、
然
間
天
源
庵
へ
両
度

以
□
□
(
使
者
力
)
此
子
細
申
、
当
郷
政
所
二
堅
可
支
之
由

申
□
(
下
力
)

長
尾
昌
賢
に
よ
っ
て
八
幡
宮
寺
領
に
戻
さ
れ
た
吉
富
郷
の
う

ち
、
鹿
子
嶋
村
だ
け
は
建
長
寺
の
天
源
庵
が
押
領
し
て
い
る
と
い

う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
天
源
庵
は
京
方
=
堀
越
公
方
方
で
あ

る
板
倉
・
伊
香
と
結
託
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
板
倉
は
義
鏡
の

配
下
で
あ
る
板
倉
頼
資
の
一
族
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
ま
た
、
堀
越

公
方
の
存
在
が
現
在
の
領
主
側
に
と
っ
て
混
乱
を
招
い
て
い
る
事

例
と
い
え
よ
う
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
も
、
山
田
氏
前
掲
論
文
を

参
照
。

(
4
3
)
山
田
氏
前
掲
論
文
。

(
4
4
)
峰
岸
純
夫
氏
「
東
国
に
お
け
る
十
五
世
紀
後
半
の
内
乱
の
意
義
」

(
『
地
方
史
研
究
』
六
六
、
一
丸
六
三
年
。
の
ち
、
同
氏
『
中
世
の

東
国
』
に
収
載
)
。
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